
社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事
関係法令通知集

改訂2版

◆「社会福祉士及び介護福祉士法」「同法施行規則」が改正さ

れ、平成２４年４月１日より施行！

◆法改正により、介護福祉士の業務内容に喀痰吸引等の行為が

追加。介護福祉士養成機関では、平成27年度以降に卒業す

る者に対し、医療的ケアに関する教育を行う必要があります。

◆このほかの法制度改正に対応した、３年ぶりの改訂版！

キ　リ　ト　リ　線

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!第一法規 検　索お試し読み、お申し込みはコチラ

部署名

＜お客様の個人情報の取扱いについて＞
お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かりしま
した個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。

□公用
□私用

　　　　　―　　　　　　―　　　　　ＴＥＬ

@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

機関名

■宛先

第一法規株式会社
FAX　　

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

書店印

取 扱 い

平成　　　　年　　　　月　　　　日上記のとおり申し込みます。なお、代金は現品受領後、請求書により支払います。

＊弊社宛直接お申込いただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービス
　といたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円にてお届けいたします。

部申込部数
●定価 本体4,200円＋税 　［コード027979］

申　込　書　〈第一法規刊〉
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この分野で
唯一の関係法令通知集
この分野で
唯一の関係法令通知集

福祉系大学、専門学校、高等学校など、

社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事

養成機関にとって、必須の一冊です。

平成24年6月発行
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平成27年4月完全施行対応の最新版

DH19990309
長方形



内容構成 業務に必須の法令・通知等を豊富に収録！ ●改正／改訂　◆新規
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囲について

ついて

実施について

◆実務者研修教員講習会及び医療的ケア教員講習会の実施について

力のお願いについて（依頼）

認定に係る介護等の業務の範囲等について

認定に係る介護等の業務の範囲等について

●介護福祉士等修学資金の貸付けについて

●介護福祉士等修学資金貸付制度の運営について

Ⅱ　社会福祉主事関係

１　法令
●社会福祉法（抄）

●社会福祉法施行規則（抄）

厚生労働大臣が別に定める施設及び事業

２　通知

る社会福祉に関する科目の読替えの範囲等について

合における教育科目の読替の範囲等について

ついて

Ⅲ　人材確保指針

的な指針

Ⅳ　参照条文

●学校教育法（抄）

●学校教育法施行規則（抄）

Ⅴ　参考資料

●社会福祉士の資格取得方法

●介護福祉士の資格取得方法

●社会福祉士試験受験者・合格者の推移

●介護福祉士試験受験者・合格者の推移

●社会福祉士登録者の推移

●介護福祉士登録者の推移

●各地方厚生（支）局社会福祉士及び介護福祉士養成施設等担当課の

所在地一覧

●社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事指定養成施設等一覧

Ⅰ　社会福祉士・介護福祉士関係

１　法令
●社会福祉士及び介護福祉士法

●社会福祉士及び介護福祉士法施行令

●社会福祉士及び介護福祉士法施行規則

●社会福祉士及び介護福祉士養成施設指定規則

●社会福祉士介護福祉士学校指定規則

●社会福祉に関する科目を定める省令

●社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録

機関に関する省令

●社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項の規定に基づく指定試

験機関等を指定する省令

条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第３条第一号

ヲ及び第５条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省

令第４条第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及

び事業

◆社会福祉士介護福祉士学校指定規則第8条第四号及び第五号に規

定する文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準

（４）、社

会福祉士介護福祉士学校指定規則第３条第一号ト（４）及び社会福

祉に関する科目を定める省令第４条第二号ニに規定する厚生労働

大臣が別に定める基準

（４）、社

会福祉士介護福祉士学校指定規則第３条第一号ト（４）及び社会福

祉に関する科目を定める省令第４条第二号ニに規定する厚生労働

大臣が別に定める者

祉士介護福祉士学校指定規則第５条第六号に規定する厚生労働大

臣が別に定める基準

◆社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第7条の2第一号ホ及び

社会福祉士介護福祉士学校指定規則第7条の2第一号ホに規定す

る厚生労働大臣が別に定める基準

２　通知

◆介護サービスの基盤強化の為の介護保険法等の一部を改正する法

律の公布について（社会福祉士及び介護福祉士関係）

◆社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行につい

て（喀痰吸引等関係）

◆介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて

◆喀痰吸引等研修実施要綱について

係政令及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正

する省令等の関係省令の制定について

◆社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令の

施行について（介護福祉士養成施設における医療的ケアの教育及

び実務者研修関係）

●社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係

る指針について

◆社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を

定める省令の一部を改正する省令の施行について（介護福祉士学

校における医療的ケアの教育及び実務者研修関係）

●社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針に

ついて

◆実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について

について

◆社会福祉士介護福祉士学校指定規則等の一部を改正する省令の施

行について（福祉系高等学校における医療的ケアの教育関係）

●福祉系高等学校等の設置及び運営に係る指針について

関する科目等の読替の範囲について


